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清
代
道
光
期
の
ア

ン
問
題
に
つ
い
て

|
|
「
失
察
底
分
」
問
題
を
中
心
に
1
ー

"" 

井

上

裕

正

は

じ

め

に

一

問

題

の

所

在

二

『失
察
鴻
片
煙
燦
例
』
の
制
定

三
ア
ヘ
ン
戟
争
直
前
の
「
失
察
慮
分
」
問
題

お

わ

り

に
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t土

じ

め

tこ

一
般
に
、

ア
ヘ
ン
戦
争
は
中
園
近
代
史
の
起
黙
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

こ
の
戦
争
の
原
因
で
あ
る
ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て

も
、
従
来
、

多
く
の
歴
史
事
賓
が
既
に
解
明
さ
れ
て
き
た
。

(

1

)

 

は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
勃
震
に
至
る
ま
で
の
推
移
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

少
な
か
ら
ぬ
研
究
が
行
な
わ
れ

た
と
え
ば
、

清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
に
閲
し
て

し
か
し
、
別
の
現
角
か
ら
光
を
照
射
す
る
時
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
筆
者
が
前
稿
で
注
目
し
た
、
政

(

2

)

 

策
、念
行
に
仲
な
う
官
僚
の
責
任
問
題
も
、
そ
の
好
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
清
朝
が
ど
の
よ
う
な
ア
ヘ
ン
政
策
を
採
ろ
う
と
、
そ
れ
を
質
際
に
途

行
す
る
の
は
地
方
の
官
僚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ア
へ
ン
政
策
の
寅
態
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
地
方
官
僚
の
現
質
的
な
封
躍
を
覗
野
の
な
か



に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
政
策
途
行
に
伴
な
っ
て
問
わ
れ
る
官
僚
の
責
任
で
あ
る
。

中
園
で
は
古
く
か
ら
官
僚
制
が
護
達
し
た
。

そ
れ
に
伴
な
い
、
官
僚
に
針
す
る
「
考
課
」
、

す
な
わ
ち
勤
務
評
定
の
制
度
も
整
備
さ
れ
て
い

っ
た
。
清
朝
で
は
、

た
と
え
ば
文
職
官
僚
は
三
年
ご
と
に
勤
務
評
定
を
受
け
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
日
々
の
執
務
上
の
功
過
が
賞
罰
の
劉
象
と

ア
ヘ
ン
政
策
の
遂
行
を
措
嘗
し
た
地
方
官
僚
は
、
同
時
に
、
そ
れ
に
関
わ
る
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
清

さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、

朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
が
賞
際
に
始
以
力
を
護
揮
し
え
た
か
否
か
は
、

ま
さ
に
官
僚
の
責
任
能
力
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
明
す
る
一
作
業
と
し
て
、
小
稿
で
は
「
失
察
慮
分
」
と
い
う
監
督
責
任
の
追
求
に
焦
貼
を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き

(
3〉

た
い
。
こ
の
「
失
察
慮
分
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
前
稿
で
嘉
慶
期
に
つ
い
て
若
干
の
言
及
を
行
な
っ
た
が
、
行
論
の
都
合
上
、
小
稿
で
も
そ
の

こ
と
に
燭
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、

ア
ヘ
ン
貿
易
や
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
全
般
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
の
言
及
に
止
め
た
。
小
稿
に
お

け
る
主
た
る
考
察
の
封
象
は
、
あ
く
ま
で
も
、

ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
道
光
期
に
お
け
る
「
失
察
慮
分
」
の
問
題
で
あ
る
。
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問

題

の

所

在

ア
ヘ
ン
戦
争
前
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
問
題
が
一
向
に
解
決
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
深
刻
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、
か
つ
て
来
新
夏
氏

(
4〉

は
「
英
・
美
侵
略
者
の
破
壊
と
、
清
政
府
の
貧
汚
政
治
が
鴻
片
畑
毒
を
全
園
に
涯
濫
せ
し
め
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
近
年
、
田
中
正
美
氏
は

「
イ
ギ
リ
ス
の
ア
へ
ン
貿
易
は
、
他
面
、
清
朝
支
配
階
級
の
腐
敗
、
よ
り
包
括
的
に
は
、

清
朝
統
治
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
る
構
造
的
腐

(
5〉

敗
、
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ヘ
ン
問
題
深
刻
化
の
原
因
は
、
ア
ヘ
ン
貿
易
を
積
極
的
に
推
進
し
た
イ
ギ
リ

ア
ヘ
ン
の
蔓
延
を
禁
止
で
き
な
か
っ
た
清
朝
側
の
費
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
清
朝
側
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
来
氏
の
所

謂
る
「
清
政
府
の
食
汚
政
治
」
、

「
清
朝
統
治
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
る
構
造
的
腐
敗
」
の
具
睦
的
な
事
買
が
、
南
氏

ス
側
と
、

田
中
氏
の
所
謂
る

を
始
め
と
す
る
諸
研
究
に
よ
っ
て
既
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
本
来
、

ア
ヘ
ン
禁
令
を
遵
守
し
、
徹
底
す
べ
き
立
場
に
あ
る
者

た
ち
|
|
膏
吏
、
街
役
、
幕
友
、
家
人
、
兵
丁
な
ど
を
も
含
め
た
庚
義
の
官
僚
屠
ー
ー
ー
が
、
禁
令
に
名
を
借
り
て
自
分
た
ち
の
利
盆
を
追
求
す

739 
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る
ア
へ
ン
受
盆
者
集
固
と
化
し
、

し
か
も

か
れ
ら
自
身
が
ア
へ
ン
を
販
寅
し
、
吸
飲
す
る
と
い
う
禁
令
の
違
反
者
そ
の
も
の
で
さ
え
あ

っ

た
。
こ
の
よ
う
な
康
義
の
官
僚
屠
の
腐
敗
ー
ー
ー
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
積
極
的
腐
敗
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
ー
ー
ー
に
よ
っ
て
清
朝
の
ア
へ
ン
政
策

が
有
名
無
寅
化
し
た
こ
と
は
嘗
然
の
結
果
で
あ
り
、
筆
者
に
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
、
出
朝
の
ア
へ
ン
政
策
が
空
文
化
し
た
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
官
僚
が

「
失
察
慮
分
」

を
回
避
す
る
た
め
に
ア
ヘ
ン
禁
令
を
員
面
目
に

遂
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
'
負
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
明
究
で
は
、
殆
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
官
僚
が
回
避
し
よ
う
と
し
た
「
失
察
慮
分
」
と
は
一
種
何
で
あ
る
か
。
ま
ず
「
失
察
」
と
は
、

『
六
部
成
語
註
解
』
の
吏
部
成
語
に

あ
る
「
失
子
究
官
一小」

(
凪
寛
察
を
失
す
る
)
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
註
解
に
「
何
事
か
を
論
ず
る
無
く
、
陸
に
預
め
先
ず
察
知
す
べ
き
者
、
若
し
預

察
を
失
す
れ
は
、
皆
な
罪
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
も
っ
て
察
知
す
べ
き
と
こ
ろ
を
察
知
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、

(

6

)

 

き
々
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
註
解
に
「
皆
な
罪
有
り
」
と
レ
う

「罪」

と
は
、
こ
の
場
合
は
「
公
罪
1

一
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、

ゥ
監
督
不
行
届

「公
罪
」
と

64ー

「私
罪
」
か
ら
成
る

「官
罪
」
は
「
虚
分
」

す
な
わ
ち
行
政
慮
分
の
封
象
と
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
官
僚
の
「
失
宏
一ご

は
「
公
罪
」
と
し
て

「
底
分
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

」
の
「
慮
分
」
に
は

「
罰
俸
」

「
降
級
」
、

「
革
職
」
の
三
種
類
が
あ
り

「
降
級
」
は
さ
ら
に

「
留
任
」
と

「
調
用
」

に
分
け
ら
れ

た

官
僚
の
経
歴
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
(
過
)
と
な
る
が
、

に
は
「
紀
録
」
と
「
加
級
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
そ
し
て
、

「慮
分
」
は
勿
論

逆
に
プ
ラ
ス
(
功
)
と
な
る
の
が
「
議
紋
」
で
あ
り

れ

「
薩
分
」
と
「
議
紋
」
は
、

た
と
え
ば
「
罰
俸
六
月
」
が
「
紀
録
一
次
」
に
相
嘗

す
る
と
い
う
具
合
に

マ
イ
ナ
ス
と
プ
ラ
ス
が
相
殺
さ
れ
、
こ
れ
を
「
抵
錯
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
官
僚
の
「
昆
分
」
と
「
議
絞
」
を
捨
嘗
し
た
の
が
、
文
官
の
場
合
は
吏
部
の
考
功
清
吏
司
(
武
官
の
場
合
は
兵
部
の
職
方
清
吏
司
)

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
文
官
の
三
年
ご
と
の
勤
務
評
定
で
あ
る
「
京
察
」
と
「
大
計
」
を
も
掌
っ
て
い
た
。
清
末
の
陳
康
棋
(
字
均
堂
、
漏
江
郵
豚

人
、
同
治
十
年
進
士
)

の
『
郎
潜
紀
聞
初
筆
』
各
六
、

「
吏
部
四
司
喜
怒
哀
楽
」
の
篠
に
、
「
吏
部
の
四
司
、
世
に
喜
怒
哀
楽
と
稿
せ
ら
る
。
蓋

放
に
喜
司
と
臼
う
。
考
功
司
は
降
革
罰
俸
の
籍
を
掌
り
、
放
に
怒
司
と
日
う
。

稽
勤
司
は
丁
菱
病
故

し
、
文
選
司
は
升
遁
除
授
の
籍
を
掌
り
、



の
籍
を
掌
り
、
故
に
京
司
と
日
ぅ
。
験
封
司
は
封
賠
蔭
襲
の
籍
を
掌
り
、
放
に
繁
司
と
日
ぅ
。
」

の
な
か
で
考
功
清
吏
司
は
「
怒
司
」
と
呼
ば
れ
て
官
僚
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
傍
黙
は
筆
者
)
と
あ
り

吏
部
の
四
清
吏
司

こ
の
よ
う
に
、
官
僚
が
「
降
革
罰
俸
」
の
「
慮
分
」
を
恐
れ
た
こ
と
は
、

か
れ
ら
の
執
務
態
度
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な

、.つ
h

田

0

・刀

T

康
照
期
の
大
官
、
李
之
芳
ハ
鋭
鄭
圏
、
山
東
武
定
人
、
順
治
四
年
進
士
)
の
「
請
除
無
盆
篠
例
疏
」
に
、

「
近
年
以
来
、
外
官
の
参
罰
の

底
分
、

日

一
日
と
密
な
り
。
降
級
・
革
職
、

動
も
す
れ
ば
意
外
に
出
づ
。

是
を
以
て
各
官
、

過
を
救
う
に
暇
あ
ら
ず
、

徒
ら
に
虚
文
に
務

以
て
日
一
タ
を
蒲
縫
す
る
の
計
と
漏
し
、
地
方
の
震
に
心
を
蓋
し
て
民
を
愛
す
る
能
わ
ず
に

と
あ
り
、
地
方
官
が
政
務
を
放
榔
し
て
「
慮
分
」
の
回
避
に
汲
々
と
し
て
い
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

め

(
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
十
五
、
吏
政
、
吏
論
上
)

ま
た
、
乾
嘉
期
の
周
錆
(
字
懐
西
、
江
蘇
金
監
人
、
乾
隆
四
十
八
年
彦
人
〉
は
、

「
上
制
軍
僚
陳
利
弊
書
」
で
「
慮
分
」
の
寛
兎
を
要
請
し
た
が

そ
の
際
、

「
慮
分
」
に
つ
い
て

「
其
の
始
め
を
原
ぬ
る
に
、
誠
に
州
豚
の
玩
延
・
隠
蓑
を
恐
れ
れ
ば
、
大
い
に
之
れ
が
防
を
震
さ
ざ
る
を
得

ず
。

其
の
後
に
及
ん
で

州
蘇
、
且
に
慮
分
を
畏
忌
し
、

本
来
、
地
方
官
の
不
員
面
目
な
執
務
を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
庭
分
」
を
、

巧
み
に
之
れ
が
避
を
震
さ
ざ
る
を
得
ざ
ら
ん
と
す
。L

(
問
、
巻
十
六
、
吏
政
、
吏
論
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下
)
と
述
べ

か
れ
ら
が
恐
れ
て
巧
妙
に
回
避
し
よ
う

と
し
て
い
る
有
様
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に

「
失
察
庭
分
」
に
つ
い
て
、
乾
嘉
期
の
張
鵬
展
(
字
南
松
、
庚
西
思
恩
人
、
乾
隆
五
十
四
年
進
士
)
は

「
請
遊
吏
治
五
事
疏
」

の
な
か

で
州
鮮
の
臨
空
を
問
題
と
し
た
際
、
上
司
の
総
督
・
巡
撫
が
州
豚
官
を
弾
劾
し
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

「
一
つ
は
則
ち
慮
分
を
避
け
る

な
り
。
腐
員
の
臨
空
、
上
司
、
失
察
の
答
有
り
、

且
つ
機
賠
の
責
有
り
。
所
以
に
趨
避
を
園
ら
ん
と
欲
し
、
迭
に
絢
隠
を
成
す
。」

(
向
、
巻
二

十、

支
政、

大
変
)
と
述
べ
、

「
擁
賠
」
の
責
任
と
並
ん
で
「
失
察
慮
分
」
の
存
在
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
清
代
の
貫
録
に
は
、
「
失
察
虚
分
」

(

7

)
 

が
行
な
わ
れ
た
り
、
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
枚
撃
に
い
と
ま
が
な
い
程
に
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
官
僚
は

「失
察
」
を
含
む
執
務
上
の
あ
や
ま
ち
を
「
慮
分
」
さ
れ
た
。

「
慮
分
」
は
本
来
、
官
僚
の
員
面
白
な
執
務
を
確

741 

保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
買
に
は
官
僚
が
自
己
の
官
歴
に
傷
を
つ
け
な
い
様
、

「
慮
分
」
を
巧
妙
に
回
避
し
ょ
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う
と
し
た
結
果
、

「
慮
分
」
の
存
在
が
か
え
っ
て
執
務
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
次
一
章
以
下
で
見
る
よ
う
に
、

ア
ヘ
ン
禁
令
の
寅
施

に
伴
な
う
「
失
察
慮
分
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
官
僚
に
よ
る
「
失
察
虚
分
」
の
回
避
は
、
前
述
し
た
「
積
極
的
腐
敗
」
に

比
べ
れ
ば
、
腐
敗
の
程
度
も
小
さ
く
、
「
消
極
的
腐
敗
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
官
僚
に
よ
る
「
失
察
慮
分
」

の
回
避
が
、
官
僚
制
全
桂
の
な
か
で
累
積
さ
れ
る
時
、
そ
の
影
響
力
は
ば
か
り
知
れ
な
く
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

清
朝
中
植
部
が
ア
ヘ
ン
禁
令
と
同
時
に
「
失
察
慮
分
」
の
問
題
を
絶
え
ず
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策

の
質
態
を
知
ろ
う
と
思
え
ば

ま
ず

ア
ヘ
ン
禁
令
に
関
わ
る

「失
察
慮
分
」
の
問
題
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
失
察
鴻
片
煙
篠
例
』
の
制
定

本
一
品
一
平
で
は
、
道
光
三
年
に
お
け
る
『
失
察
鴻
片
煙
僚
例
』
の
制
定
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
道
光
三
年
以
前
に
お
け
る
「
失
察
虚

分
」
に
つ
い
て
、
既
に
前
稿
で
若
干
言
及
し
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
簡
単
に
鯛
れ
て
お
き
た
い
。

清
朝
は
薙
正
七
(
一
七
二
九
〉
年
、

た
。
し
か
し
、
こ
の
禁
令
は
一
隅
建
省
、
就
中
、
蓋
湾
を
劃
象
と
す
る
、
あ
る
一
意
味
で
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
清
朝
が
ア
ヘ
ン
問
題
と
本
格
的

(
8
)
 

や
は
り
嘉
慶
朝
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
に
閲
す
る
最
初
の
禁
令
を
護
し
て
ア
ヘ
ン
販
買
者
や
ア
ヘ
ン
館
開
設
者
に
劃
す
る
刑
罰
を
定
め
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に
取
組
む
の
は
、

ま
ず
、

嘉
慶
四
(
一
七
九
九
)
年
に
清
朝
は
-
初
め
て
ア
へ
ン
貿
易
に
封
す
る
禁
令
を

つ
い
で
嘉
慶
十
八
(
一
八
二
ニ
)
年
に
清
朝
は
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
に
劃
す
る
刑
罰
を

(

9

)

 

初
め
て
制
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
禁
止
政
策
を
筆
者
は
「
内
禁
」
政
策
と
呼
ん
で
い
る
。

」
れ
を
筆
者
は

「
外
禁
」
政
策
と
呼
ん
で
い
る
。

褒
し
た
。

こ
う
し
て
清
朝
は
「
外
禁
」

「
内
禁
」
併
用
政
策
〈
但
し
、
重
貼
は
「
外
禁
」
に
置
か
れ
た
)
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た

が
、
ア
ヘ
ン
禁
令
に
閥
わ
る

「失
察
慮
分
」
は
嘗
時
、
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
道
光
三
年
に
『
失
察
鴻

片
煙
候
例
』
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
吏
部

・
兵
部
の
二
部
は
従
来
の
「
失
察
庫
分
」
に
つ
い
て
、

海
口
の
洋
船
を
査
禁
す
る
に
止
ま
り
て
、

民
間
で
煙
斤
を
私
熱
す
る
に
於
て
、

未
だ
議
及
を
経
ざ
れ
ば

(際
{7IJ 

ぬ
円
お
未
だ
周
備
な
ら
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と
述
べ
て
お
り
、

道
光
三
年
以
前
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
関
連
の
「
失
察
虚
分
」
は
「
海
口
の
洋
船
を
査
禁
す
る
こ
と
」
、

右
に
引
用
し
た
史
料
中

の
別
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
洋
船
が
強
制
片
煙
を
爽
帯
し
て
進
口
す
る
」
こ
と
だ
け
を
封
象
と
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
首
時
の
「
失

察
虚
分
」
の
封
象
は
「
外
禁
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
買
は
、
嘗
時
の
ア
ヘ
ン
政
策
が
「
外
禁
」
に
重
貼
を
置
い
て
い
た
こ
と
と

相
侯
っ
て
、
贋
東
官
僚
の
責
任
が
最
も
強
く
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

「
失
察
慮
分
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
明
確
な
規
準
と
「
虚
分
」
内
容
が
定
め
ら
れ
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

次
に
、

「
失
察
鴻
片
煙
僚

例
』
が
制
定
さ
れ
る
道
光
三
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

嘗
時
は
ま
だ
一
定
し
た
方
針
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

し
か
し

嘉
慶
十
六
J
二
十
年

頃
に
、

「
失
察
慮
分
」
が
か
な
り
巌
し
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
史
料
の
上
で
確
認
で
き
る
。
嘉
慶
十
六
三
八
一
一
)
年
三
月
己
酉
朔

の
上
識
に
「
嘗
に
買
放
を
失
察
せ
る
の
監
督
、
及
び
委
員
・
吏
役
人
等
を
賂
て
、
一
併
に
懲
崩
し
て
貸
さ
ざ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い

(

日

)

て
は
既
に
前
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
慶
二
十
(
一
八
一
五
)
年
正
月
に
、
ひ
と
つ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
非
常
に
巌
し
い

「
失
察
慮
分
」
が
寅
施
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
と
は
、
康
州
駐
防
正
紅
旗
の
騒
騎
校
で
あ
っ
た
輿
亮
な
る
人
物
が
、
康
東
副
都
統
粛
昌
の
「
年
班

準
京
」
に
随
行
し
て
北
京
へ
赴
い
た
際
、
金
も
う
け
の
た
め
に
ア
ヘ
ン
を
持
込
も
う
と
し
て
、
崇
文
門
税
務
街
門
に
検
翠
さ
れ
た
事
件
で
あ

(
ロ
)

る
。
こ
の
事
件
の
結
果
、
副
都
統
粛
昌
が
「
慮
分
」
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
事
件
を
審
理
し
た
刑
部
は
「
並
び
に
失
察
せ
る
の
汎
口
の

(

日

)

地
方
文
武
各
官
、
及
び
監
察
を
行
な
わ
ざ
る
の
海
開
監
督
を
勝
て
、
一
併
に
職
名
を
査
取
し
て
容
参
す
」
べ
き
こ
と
を
奏
請
し
た
。
こ
の
奏
請

(

日

比

)

は
裁
可
さ
れ
、
特
に
慶
州
賂
軍
本
智
と
風
つ
海
開
監
督
鮮
紹
に
劃
し
て
は
、
特
旨
で
「
交
部
議
慮
」
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
嘉
慶
十
六
J
二
十
年
頃
に
は
「
失
察
慮
分
」
は
か
な
り
巌
格
に
賓
施
さ
れ
て
い
た
が
、
二
十
年
正
月
に
お
け
る
興
亮
の
事
件

直
後
、
「
失
察
昆
分
」
は
一
一
縛
し
て
兎
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
嘉
慶
二
十
年
二
月
二
十
一
日
附
の
雨
康
総
督
蒋

〈
間
以
〉

依
括
ら
の
上
奏
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
よ
奏
が
輿
亮
事
件
の
結
果
と
し

て
貫
施
さ
れ
た
、
巌
し
い
「
失
察
慮
分
」
と
恐
ら
く
は
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
鏑
れ
な
か
っ
た
。
日
時
の
難
か
ら
観
て
、

ま
ず
、

- 67ー
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そ
う
推
測
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
上
奏
で
蒋
依
鈷
は
「
失
察
虚
分
」
の
滅
兎
と
「
議
絞
」
の
制
定
を
奏
請
し
た

(

日

山

)

が
、
共
に
裁
可
さ
れ
、
単
な
る
「
失
察
」
は
「
慮
分
」
を
菟
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詳
細
は
前
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
蒋
依

話
が
減
兎
を
奏
請
す
る
理
由
と
し
て
言
及
し
た
欣
況
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
か
ら
、
再
び
次
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

地
方
の
文
武
、
従
前
の
失
察
蕗
分
に
庫
及
し
、
日
目
手
獲
せ
る
販
買
の
匪
徒
到
案
し
、
歴
年
の
醤
案
を
供
出
す
れ
ば
、
是
れ
未
だ
獲
犯
の
功
を

(
ロ
)

受
け
ざ
る
に
、
先
ず
失
察
の
答
を
受
け
る
を
恐
れ
、
踏
顧
因
循
す
る
は
、
勢
い
と
し
て
兎
れ
難
き
所
な
り
。

す
な
わ
ち
、

ア
ヘ
ン
販
費
者
を
逮
捕
し
た
時
、

か
れ
が
そ
れ
ま
で
の
違
反
行
信
用
を
自
白
し
た
な
ら
ば
、
犯
人
逮
捕
の
論
功
行
賞
を
受
け
る
前

に
、
従
来
の
「
失
察
」
を
「
庭
分
」
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
地
方
の
文
武
官
僚
が
心
配
し
て
員
面
白
に
取
締
ら
な
い
、

と
蒋
依

話
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
嘉
慶
一帝
を
始
め
と
す
る
清
朝
中
橿
部
も
、

「
失
察
慮
分
」
が
所
期

の
目
的
と
は
逆
の
放
果
を
官
僚
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
蒋
依
錨
の
奏
請
ど
お
り
裁
可

さ
て
、
嘉
慶
二
十
年
以
来
兎
除
さ
れ
て
い
た
「
失
察
慮
分
」
は

『
失
察
鴻
片
煙
僚
例
』
が
制
定
さ
れ
る
こ
と

遁
光
二
年
十
二
月
戊
申
(
八
日
)
に
受
理
さ
れ
た
、
御
史
安
保
棄
の
二
つ
の
上
奏
で
あ
っ

遁
光
三
(
一
八
二
三
〉
年
に
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さ
れ
た
「
議
絞
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
『
失
察
鴻
片
煙
僚
例
』
の
と
こ
ろ
で
燭
れ
る
こ
と
に
す
る
。

に
よ
っ
て
復
活
す
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

た
。
ま
ず
、
第
一
の
上
奏
に
つ
い
て
は
、

『
大
清
宣
宗
成
皇
一帝
貫
録
』

(
以
下
、

『
貫
録
』
と
略
記
す
る
〉
、

同
日
の
僚
に
、

御
史
官
ノ侃
棄
奏
し
、
務
片
煙
を
私
食
す
る
を
殿
禁
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
抜
り
て
稿
す
ら
く
、
璃
片
煙
の
来
た
る
や
、

一踊
建
、
福
山
江
、
江
南

の
海
口
に
通
ず
る
の
地
方
、
倶
に
私
稽
有
る
は
、
総
じ
て
底
東
自
り
来
た
る
を
以
て
最
と
信
用
す
。

一
は
、
地
方
官
認
員
に
査
手
せ
ず
、
或

は
一
、
二
の
武
弁
を
差
わ
し
て
巡
査
せ
し
め
、
徒
ら
に
一該
弁
肥
醸
の
計
と
帰
る
に
由
る
。

一
は
、
時
海
闘
の
包
税
に
由
る
。
洋
船

一
た
び

到
れ
ば
、
即
ち
包
撹
し
て
上
税
す
る
者
有
り
。
煙
を
絡
て
漁
船
に
雇
載
し
、
先
ず
寄
頓
を
行
な
い
、
然
る
後
に
査
船
す
。

且
つ
聞
く
に
、

務
片
は
数
換
に
非
ざ
れ
ば
寅
ら
ず
。
濁
り
巡
海
の
兵
丁
、
債
を
減
じ
て
寅
給
す
る
を
惜
し
ま
ざ
れ
ば
、
居
心
尤
も
悪
む
可
し
、
等
の
語
あ

り



と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

一踊建、

所
江
、

江
蘇
の
各
省
に
出
回
っ
て
い
る
ア
ヘ
ン
は
主
に
康
東
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
、
そ
の
贋
東
に
お
い

て
は
、
地
方
官
が
員
面
白
に
取
締
ら
ず
、
鼠
つ
海
閥
へ
の
納
税
が
包
撹
さ
れ
て
い
る
、
な
ど
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
安
保
棄
は
指
摘
し
た
。
こ
の

上
奏
を
受
け
て
道
光
一
帝
は
、
雨
底
風
情
総
督
庇
元
(
在
任
、
嘉
慶
二
十
二
J
道
光
六
年
〉
と
噂
海
開
監
督
達
三
に
劃
し
て
、
員
面
白
な
取
締
り
と
包
撹
納

(
刊
日
〉

税
の
禁
止
を
強
く
命
じ
た
。

『
貫
録
』
、
同
日
の
別
の
僚
に
、

御
史
事
ノ
侃
菜
、
濃
省
地
方
の
情
形
を
篠
奏
す
e

援
り
て
稿
す
ら
く
、
ハ
中
略
)
叉
た
、

の
英
を
采
り
て
以
て
鴻
片
煙
を
作
る
者
有
り
。
請
う
ら
く
は
、
地
方
官
を
し
て
厳
し
く
禁
止
を
行
な
わ
し
め
ん
こ
と
を
、
等
の
語
あ
り
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雲
南
省
の
諸
問
題
を
列
島
'
す
る
な
か
で
、
泡
東
、
海
西
地
方
に
お
け
る
密
粟
の
栽
培
と
ア
ヘ
ン
の
製
造
を
指
摘
し
、
そ

の
禁
止
を
奏
請
し
た
。
こ
の
上
奏
に
劃
し
て
道
光
一
帝
は
、
他
の
問
題
と
共
に
、
響
粟
の
栽
培
と
ア
ヘ
ン
の
製
造
の
事
寅
調
査
を
雲
貴
線
督
明
山

(

m

U

)

 

に
命
じ
た
。

御
史
帝
ノ侃
棄
の
第
二
の
上
奏
に
つ
い
て
は

海
東
、

造
西
の
一
帯
、
復
た
嵐
官
粟
花
を
種
え
、
其

つ
い
で
、
雲
賞
総
督
明
山
の
覆
奏
を
受
け
た
上
議
(
『
貫
録
』、
道
光
三
年
七
月
戊
寅
の
僚
)
に
、
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其
の
鴻
片
煙
を
厳
禁
す
る
の
一
一
係
、
也
西
、
遁
東
の
一
待
、
嬰
粟
花
を
絡
て
熱
て
鴻
片
を
信
用
る
は
、
最
も
風
俗
の
筈
と
漏
る
。
一
該
御
史
の

岡町
-劃

1
胡
削
叫
刻
到
伺
門
の
幕
友
・
官
親
・
武
弁
・
兵
丁
も
亦
、
同
制
倒
劃
創
吋

i
割
旦
割
引
。
一
該
督
撫
に
著
し
て
該
管
文
武
に
巌
筋

し
、
闘
津
・

陸
口
に
在
り
て
、
留
心
に
査
絹
せ
し
め
、
並
び
に
地
方
官
を
し
て
質
力
に
稽
査
せ
し
む
。
如
し
本
省
、
私
か
に
器
栗
花
を
種

⑥
I
l
li
-
--

-
i
ll
I
ll
i
--
-

--

ぇ
、
採
り
て
鴻
片
を
熱
、
及
び
煙
館
を
開
設
す
れ
ば
、
即
ち
巌
寧
し
て
究
機
し
、
書
役
に
偲
手
し
て
索
擾
を
滋
く
す
る
を
致
す
を
得
ず
。

@
i
l
l
--

-

-
-

其
の
鴻
片
を
買
食
す
る
は
、
官
・
幕
・

笹
弁

・
兵
役
を
論
ず
る
無
く
、
一
た
び
寧
獲
を
怒
れ
ば
、
例
に
照
ら
し
て
懲
崩
す
。
地
方
官
寧
獲

司
凶
記
引
到
町
割
刻
|書
割
到
剖
判
吋
酎
日
劇
Z
加
創
出
至
引
で
は
、

1
1

並

.qE割
割
削
割
U
可
到
劃

U
引
到
劃
制
叫
制
。
(
傍
線
と
記
貌
は
筆
者
)

と
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
上
誌
の
傍
線
⑧
の
部
分
に
あ
る
「
一
該
御
史
」
と
は
安
保
棄
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
は
道
光
二
年
十
二
月
戊
申
に
受

745 
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理
さ
れ
た
第
二
の
上
奏
で
、
雲
南
省
の
文
武
街
門
の
幕
友
・
官
親

・
武
弁
・
丘
(
丁
が
ア
へ
ン
を
吸
飲
し
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
射
す
る
上
識
が
、
傍
線
⑤
の
箇
所
で
煙
館
の
開
設
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
最
ノ
侃
棄
は
こ

の
粘
'
も
第
二
の
上
奏
で
指
摘
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
傍
線
@
は
、

ア
ヘ
ン
禁
令
に
関
わ
る
「
議
絞
」
と
「
失
察
蕗
分
」
の
検
討
を
吏
部
と
兵
部
に
命
じ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倹

討
を
誰
れ
が
提
議
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
御
史
苛
ノ侃
楽
で
あ
り
、
第
二
は
雲
貴
総
督
明
山
で
あ
る
。

管
見
の
及
ぶ
限
り
、
二
人
の
上
奏
の
全
文
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
提
議
者
が
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
上
識
の
文
眠
か
ら
判
断
し
て
、
提
議
者
は
弔
ア
侃
棄
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
蛍
否
は
さ
て
お
き
、
こ

の
上
誌
で
、
嘉
慶
二
十
年
以
来
菟
除
さ
れ
て
い
た
「
失
察
虚
分
」
の
検
討
が
吏
兵
二
部
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

吏
兵
二
部
の
覆
奏
は
道
光
三
年
八
月
戊
戊
つ
百
)
に
受
理
さ
れ
た
。

「質
録
』
、
同
日
の
僚
に
、

- 70ー

本
日
、
吏
兵
二
部
の
奏
に
篠
る
に
、
失

L

祭
鴻
片
煙
篠
例
を
酌
定
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
鵜
片
煙
の
一
項
、
流
毒
甚
だ
蟻
ん
な
る
は
、
総
じ
て

地
方
官
、
査
学
力
め
ざ
る
の
致
す
所
に
由
る
。
向
来
、
地
方
官
、
祇
だ
賄
縦
を
巌
参
す
る
の
例
有
る
の
み
に
し
て
、
並
え
て
失
察
を
議
昆

す
る
の
僚
無
し
。
且
つ
海
口
の
洋
船
を
査
禁
す
る
に
止
ま
り
て
、
民
間
で
煙
斤
を
私
熱
す
る
に
於
て
、
未
だ
議
及
を
鰹
ざ
れ
ば
、
篠
例
、

向
お
未
だ
周
備
な
ら
ず
。
嗣
後
、
如
し
洋
船
、
鴻
片
煙
を
爽
帯
し
て
準
口
し
、
並
び
に
好
民
、
私
か
に
器
莱
を
種
え
、
煙
菅
を
前
…
勲
一
し
、

如
し
能
く
自
ら
寧
獲
し
て
究
開
を
行
な
え
ば
、

ず
。
其
の
規
を
得
て
故
縦
す
る
者
有
れ
ば
、
何
お
奮
例
に
照
ら
し
て
革
職
す
。
若
し
止
だ
魔
察
を
失
す
る
の
み
に
係
れ
ば
、
其
の
煙
斤
の

煙
館
を
開
設
す
る
こ
と
有
れ
ば

文
職
地
方
官
、

及
び
巡
査
の
委
員
、

其
の
議
慮
を
菟

多
寡
を
按
じ
て
、

者
、
一
級
を
降
し
て
調
用
せ
し
む
。
武
職
の
失
察
庭
分
も
亦
、
文
職
に
照
ら
し
て
董
一
に
樹
理
す

P

其
の
文
武
官
、
煙
斤
を
寧
獲
す
る
の

一
百
斤
以
上
の
者
、

一該
管
大
員
、

罰
俸
一
年
。

一
千
斤
以
上
の
者
、

一
級
を
降
し
て
留
任
せ
し
む
。
五
千
斤
以
上
の

議
紋
、
均
し
く
著
し
て
奮
例
に
照
ら
し
て
行
な
わ
し
む
。

と
あ
り
、
吏
兵
二
部
が
答
申
し
た
『
失
察
鴻
片
煙
僚
例
』
は
裁
可
さ
れ
、
こ
こ
に
「
失
察
慮
分
」
が
復
活
し
た
。
復
活
の
理
由
と
し
て
道
光
帝
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「
失
祭
底
分
」
の
無
い
こ
と
が
地
方
官
の
不
員
面
目
な
取
締
り
(
「
査
寧
力
め
ざ
る
」
)
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
事
げ
て
い
る
。

台、

台、

る
認
識
は
、

嘉
慶
二
十
年
に
「
失
察
虚
分
」
を
兎
除
し
た
際
の
嘉
慶
一
帝
の
認
識
、
す
な
わ
ち
「
失
察
慮
分
」
の
存
在
が
か
え
っ
て
地
方
官
の
不

員
面
目
な
取
締
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
認
識
と
ま
っ
た
く
正
反
封
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
事
柄
に
劃
し
て
ま

っ
た
く
正
反
劃
の
認
識
が

生
ま
れ
る
程
、

「
失
察
慮
分
」
は
政
権
捲
嘗
者
に
と
っ
て
厄
介
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
官
僚
制
に
潜
む
、

あ
る
本
質
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
見

て
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
復
活
に
際
し
て
、
新
た
に
「
好
民
が
私
か
に
嬰
粟
を
種
え
、
煙
菅
を
一則
…
熱
す
る
こ
と
」
と
「
煙
館
を
開
設
す
る
こ
と
」

の
ふ
た
つ
が
「
失
察
慮
分
」
の
封
象
に
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
で
従
来
か
ら
あ
っ
た
「
洋
船
が
鴻
片
煙
を
爽
帯
し
て
準
口
す
る
こ
と
」
と
合
わ
せ

「
失
察
昆
分
」
の
劉
象
は
三
つ
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
失
察
虚
分
」
は
事
質
上
、
贋
東
官
僚
に
限
定
さ
れ
て
い

た
が
、
今
回
の
復
活
に
伴
な
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
地
域
の
官
僚
も
新
設
さ
れ
た
こ
針
象
に
関
わ
る
「
失
察
」
が
「
慮
分
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て

次
に
、
復
活
し
た
「
失
察
虚
分
」
は
明
確
な
基
準
と
内
容
を
具
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
文
官
も
武
官
も
一
律
に
、
混
牧
し
た
ア
ヘ
ン
の
量

-71ー

た
の
で
あ
る
。

を
基
準
に
、

一
百
斤
以
上
が
「
罰
俸
一
年
」
、

一
千
斤
以
上
が
「
降
一
級
留
任
」
、

五
千
斤
以
上
が
「
降

一
級
調
用
」
の
「
慮
分
L

を
受
け
る
こ

一
箱
は
約
百
斤
(
約
六
0
・
ほ
)
で
あ
っ
た
。

分
」
の
基
準
が
ア
ヘ
ン
の
量
と
さ
れ
た
の
は
、
衣
に
述
べ
る
「
議
絞
」
が
嘉
慶
二
十
年
以
来
、
ア
ヘ

ン
の
量
を
基
準
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と

と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
首
時
、
中
園
に
密
聡
入
さ
れ
る
ア
へ
ン
は
、

箱
詰
め
さ
れ

ま
た

慮

に
準
接
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
失
察
鹿
分
」
は
こ
こ
に
明
確
な
基
準
と
内
容
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る。

「
議
絞
」
は
「
奮
例
」
ど
お
り
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
奮
例
」
と
は
、
先
き
に
説
明
を
保
留
し
た
、
嘉
慶
二
十
年
の
蒋
依

(

初

)

錯
の
奏
請
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
概
要
が

『
大
清
仁
宗
容
皇
帝
貫
録
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

全
文
を
完
全
に
牧
録
す
る
『
欽
定
六
部
慮
分
則
例
』
、
兵
、
海
防
、
査
禁
務
片
煙
の
項
か
ら
次
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ヨた
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地
方
各
官
、
能
く
鄭
一境
の
輿
販
・
煎
買
の
犯
、
並
び
に
鴻
片
煙
を
勝
て
、

一
併
に
寧
護
す
る
者
、
二
百
斤
毎
に
、
紀
録

一
次
を
給
予
し
、

千
斤
毎
に
一
級
を
加
え
る
を
給
予
す
。
次
を
以
て
遁
加
し
、
獲
え
て
五
千
斤
以
上
に
至
る
者
、
一
該
督
撫
、
奏
請
し
、
部
に
迭
り
て
引
見
せ

し
め
、
欽
定
を
恭
候
す
る
を
准
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「
郷
境
」、
す
な
わ
ち
管
轄
外
の
地
域
の
ア
ヘ
ン
販
買
者
と
ア
へ
ン
を
逮
捕
、

浸
牧
し
た
場
合
、

ア
ヘ

ン
二
百
斤
ご
と
に
「
紀

鎌
一
次
」、
千
斤
ご
と
に
「
加
一
級
」
、
五
千
斤
以
上
は
「
迭
部
引
見
」
の
上
、

「
議
絞
」
を
「
欽
定
」
す
る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
右
に
引
用
し

た
史
料
の
最
後
の
部
分
に
、
但
し
書
き
と
し
て

如
し
獲
え
る
所
の
人
犯
、
僅
か
に
私
か
に
響
莱
を
種
え
る
に
止
ま
り
、
並
え
て
未
だ
煙
斤
を
煎
熱
せ
さ
る
者
な
れ
ば
、
概
し
て
議
絞
・
議

レ箆
を
庸
い
る
無
か
れ
。

と
あ
り
、
韓
粟
を
栽
培
し
て
い
た
が
、
ま
だ
ア
ヘ
ン
を
製
造
し
て
い
な
い
犯
人
の
場
合
は
、

「
議
絞
」

「
慮
分
」
の
針
象
か
ら
外
さ
れ
た
。
こ

72ー

の
但
し
書
き
は
勿
論
「
沓
例
」
に
は
な
く
、

今
回
、
新
た
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て

『
失
察
鴻
片
煙
篠
例
』
の
制
定
に
よ

っ
て

「失
察
底
分
」
が
復
活
し
た
原
因
に
つ
い
て
、

山川
致
治
・
楊
衛
東
編
撰

『務
片
戦
争
前
中

西
関
係
紀
事
』

(
湖
北
人
民
出
版
社
、

一
九
八
六
年
)
の
編
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
八
一
二
年
か
ら
伶
汀
洋
に
お
け
る

〔アヘ

ン〕

密
総
時
期
が
始
ま
っ
た
。

賀
補
港
に
運
び
込
ま
れ
ず
、
灯
伶
洋
の
葺
船
に
貯
蔵
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
行
商
の
責
任
は
醒
く
な
り
、
康
東
官
僚
の
責
任
は
明
ら
か
に

」
の
時
期
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
は

〔合
法
的
な
〕
貨
物
と

一
緒
に

重
く
な
っ
た
。
〔こ
う
し
て
〕
伶
打
洋
の
密
職
活
動
を
禁
止
で
き
る
か
否
か
は
、

ま
っ
た
く
康
東
官
僚
の
封
庭
と
決
心
に
か
か
る
こ
と
に
な

道
光
一帝
は

『失
察
鴻
片

〔煙
〕
僚
例
』
を
頒
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
康
東
や
各
省
の
地
方

(

幻

)

官
僚
が
岡
県
面
白
に
自
己
の
職
責
を
履
行
す
る
よ
う
督
促
し
た
の
で
あ
る
。

っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り

f司、
，-、

〕
内
は
筆
者
)

「
外
禁
」
政
策
に
伴
な

(
幻
)

う
責
任
の
比
重
が
行
商
か
ら
麿
東
官
僚
の
方
へ
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
既
に
前
稿
で
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
呉
論
は

こ
の
う
ち
、

ア
ヘ
ン
取
引
が
外
洋
の
零
丁
洋
(
伶
打
洋
)
に
停
泊
す
る
聖
船
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、



な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
「
失
察
慮
分
」
復
活
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
黙
に
は
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
賛
成
で
き
な
い
。

(

幻

)

確
か
に
、
零
丁
洋
時
期
は
道
光
元
(
一
八
二
一
)
年
に
始
ま
る
。
ま
た
、
御
史
安
保
奈
は
道
光
二
年
の
第
一
の
上
奏
で
「
煙
を
勝
て
漁
船
に

雇
載
し
、
先
ず
寄
頓
を
行
な
い
、
然
る
後
に
査
船
す
」
る
紋
況
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
零
丁
洋
で
の
ア
へ
ン
取
引
を
示

唆
す
る
も
の
の
、
そ
の
寅
態
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。
両
度
線
督
李
鴻
賓
が
零
丁
洋
で
の
ア
へ
ン
取
引
を
暗
に
示
唆
す
る
上
奏
を
行
な
う

〈

M
〉

(

お

〉

の
は
道
光
九
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
貫
態
が
内
外
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
道
光
十
一
年
の
御
史
鴻
賛
勅
の
上
奏
に
お
い
て
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、

「
失
察
鹿
分
」
が
復
活
し
た
道
光
三
年
の
時
黙
で
は
、
清
朝
中
福
部
は
ま
だ
そ
の
貧
態
を
充
分
に
掌
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
零
丁
洋
時
期
の
到
来
を
「
失
察
庫
分
」
復
活
の
原
因
と
看
倣
す
の
は
、
や
は
り
無
理
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
で
は

「
失
察
慮
分
」
復
活
の
原
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
今
回
の
復
活
が
御
史
晋
ノ
侃
棄
の
第
二
の
上
奏
を
直

接
の
契
機
と
し
て
い
た
黙
に
あ
る
。
晋
ノ
侃
奈
は
第
一
の
上
奏
で
贋
東
官
僚
が
ア
ヘ
ン
を
員
面
白
に
取
締
ら
な
い
こ
と
を
確
か
に
指
摘
し
て
い

た
。
し
か
し
、
雲
貴
総
督
明
山
の
覆
奏
に
針
す
る
上
識
の
な
か
で

「
失
察
虚
分
」

の
徐
討
が
吏
兵
二
部
に
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
復
活
の
直
接
的
契
機
は
、
者
ノ侃
棄
が
第
二
の
上
奏
で
雲
南
省
に
お
け
る
嬰
粟
の
栽
培
、

そ
の
こ
と
は
、
復
活
し
た

ア
ヘ
ン
の
製
造
、
煙
館
の
開
設
を
指
摘
し
た
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「
失
察
慮
分
」

る
。
さ
ら
に
、
吏
兵
二
部
が
答
申
し
た
『
失
察
組
側
片
煙
篠
例
』
を
裁
可
し
た
上
議
(
『
貫
録
片
道
光
三
年
八
月
戊
氏
の
僚
)
の
末
尾
に
、

こ
と
に
あ
る
。

が
こ
れ
ら
の
違
反
行
震
を
新
た
に
そ
の
封
象
に
加
え
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

演
省
の
趨
西
、
遁
東
の
一
帯
、
器
粟
花
を
賂
て
、
熱
て
鴻
片
を
漏
る
に
至
り
て
は
、

必
ず
須
ら
く
厳
し
く
禁
止
を
行
な
う
ベ
し
。
該
督
撫

に
著
し
て
、
地
方
官
に
巌
筋
し
、
居
民
に
暁
識
せ
し
め
、
概
し
て
嬰
莱
を
私
種
す
る
を
准
さ
ず
、
以
て
根
株
を
浄
く
せ
よ
。

と
あ
り

「
失
察
慮
分
」
の
復
活
が
特
に
雲
南
省
に
お
け
る
嵐
官
莱
の
栽
培
と
ア
ヘ
ン
の
製
造
に
深
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
圏
内
に
お
い
て
密
粟
が
栽
培
さ
れ
、
ア
ヘ
ン
が
製
造
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ア
ヘ
ン
問
題
の
深
刻
化
に
劃
す
る
清
朝
中
橿

部
の
危
機
意
識
こ
そ
が
、
復
活
の
直
接
的
原
因
で
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
別
の
観
艶
か
ら
考
え
れ
ば

ア
ヘ
ン
禁
令
に
関
し
て
「
議
絞
」
だ
け
が
行
な
わ
れ

「
失
察
底
分
」
が
菟
除
さ
れ
て
い
る
嘉
慶
二
十
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年
以
来
の
事
態
は
、
本
来
、

官
僚
制
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
正
常
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
異
常
な
事
態
が
生
ま
れ
た
の
は
、

慮
分
」
の
存
在
が
か
え
っ
て
地
方
官
の
不
員
面
白
な
取
締
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
雨
贋
総
督
蒋
依
銘
の
認
識
を
嘉
慶
帝
が
追
認
し
た
か

「失
察

ら
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
遁
光
一帝
は

「失
察
虚
分
」
の
無
い
こ
と
が
地
方
官
の
不
員
面
白
な
取
締
り
の
原
因
と
な
っ
て

「
失
察
蕗
分
」
が
菟
除
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、

ア
ヘ

ン
問
題
は

い
る
と
レ
う
、
嘉
慶
一帝一
と
は
正
反
針
の
認
識
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
寅
際
、

向
に
解
決
の
兆
し
す
ら
見
せ
ず
、

切ノ
削州
支
の
第

一
の
上
奏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

厳
東
官
僚
は
相
麗
ら
ず
ア
へ

ン
を
真
面
目
に
取
締
っ

て
い
な

か
っ
た
。
加
え
て
、
圏
内
で
標
来、
が
栽
培
さ
れ
、
ア

ヘ
ン
が
製
造
さ
れ
て
レ
る
と
い
う
、
ア

ヘ
ン

問
題
の
一
層
の
深
刻
化
に
直
面
し
、

道
光
一
帝

ア
ヘ
ン
禁
令
に
閲
し
て
「
失
察
慮
分
」
と

「議
絞
」
の
隻
方
を
設
け
て
お
く
、
官
僚
制
の
常
態
に
復
す
る
決

を
始
め
と
す
る
清
朝
中
枢
部
は
、

定
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う。

ア
ヘ

ン
戦
争
直
前
の

「
失
察
庭
分
」
問
題
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傾
向
を
み
せ
始
め
た
。

一
八
世
紀
末
以
来
、
約
四
千
箱
で
横
ば
い
し
て
い
た
ア
ヘ
ン
の
流
入
量
は
、
道
光
期
に
入
る
と
マ
ル
ワ

・
ア
ヘ

ン
を
中
心
に
急
速
に
増
加
の

一
八
二
四
年
頃
に
約

一
高
箱
、
三
二
年
に
約
二
高
箱
、
そ
し
て
ア
へ
ン
戦
争
直
前
の
三
八
年
に
は
約
四
寓
箱
と
ア
ヘ
ン

流
入
量
は
急
増
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
中
園
の
貿
易
牧
支
は
入
超
と
な
り
、

ま
た
、
そ
れ
ま
で
中
園
茶
の
験
入
を
銀
で
決
済
し
て
い
た
ア

メ

リ
カ
一商
人
が
所
調
る
ア
メ
リ
カ
手
形
で
決
済
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

(
お
〉

あ
る
。

一
八
二
七
年
頃
よ
り
銀
が
中
園
か
ら
流
出
し
始
め
た
の
で

こ
の
よ
う
な
新
し
い
紋
況
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
が
、

(
幻
〉

る
。

こ
の
上
奏
を
契
機
に
清
朝
は
ア
ヘ
ン
問
題
を
第

一に、
一
幅
建
道
監
察
御
史
一
章
一
肌
の
道
光
九
(
一
八
二
九
)
年
正
月
二
十
四
日
附
の
上
奏

で
あ

銀
の
流
出
が
も
た
ら
す
経
済
上

財
政
上
の
問
題
と
認
識
す
る
に
至
る
。
そ
し

て
、
か
か
る
認
識
に
基
づ
い
て
清
朝
は
ア
ヘ
ン
政
策
を
強
化
し
て
い
く
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
を
致
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

省
略
す
る
。
本
章
で
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
に
お
け
る
「
失
察
慮
分
」
の
問
題
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
に
至
る



ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
簡
車
に
鯛
れ
て
お
き
た
い
。

道
光
十
(
一
八
三
O
)
年
六
月
二
十
四
日
附
の
上
奏
で
江
南
道
監
察
御
史
郁
正
努
が
圏
内
各
地
に
お
け
る
嬰
粟
の
栽
培
と
ア
ヘ
ン
の
製
造
を

(

お

)

指
摘
し
た
結
果
、
同
年
十
二
月
に
、
圏
内
に
お
け
る
嬰
粟
の
栽
培
と
ア
ヘ

ン
の
製
造
に
封
ず
る
刑
罰
が
-
初
め
て
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
の

(
m
m
〉

禁
令
に
閥
わ
る
「
失
察
慮
分
」
は
道
光
三
年
に
制
定
さ
れ
た
『
失
察
鴻
片
煙
篠
例
』
の
規
定
に
よ

っ
て
行
な
う
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
道
光
十
一
年
五
月
十
六
日
受
理
の
上
奏
で
兵
科
給
事
中
劉
光
三
は
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
に
劃
す
る
刑
罰
を
巌
し
く
す
る
こ
と
を
奏
請

(

ω

)

 

し
、
裁
可
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
か
れ
は
「
地
方
官
、
或
は
虚
分
を
規
避
し
、
或
は
蝿
託
を
聴
受
し
、
復
た
巌
追
せ
ざ
る
も
亦
、
時
と
し
て
有
る

〈

幻

)

所
な
り
」
と
述
べ
、
ア
へ
ン
吸
飲
が
蔓
延
し
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
地
方
官
に
よ
る
「
虚
分
」
の
回
避
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、

ア
ヘ
ン
問
題
と
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
『
貫
録
』
、
道
光
十
二
年
六
月
甲
申
の
僚
で
引
か
れ
る
御
史
妥
元
俊
の
上
奏
に
、

江
南
の
宿
遷
、
山
東
の
荏
卒
・
東
阿
、
河
南
の
安
陽
・

湯
陰
等
の
燃
に
至
り
て
は
、

震
ば
鎗
劫
の
案
有
る
も
、
未
だ
失
察
の
地
方
官
を
賂
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て
参
耕
せ
ず
の

と
あ
り
、
各
地
の
「
鎗
劫
の
案
」
に
閲
わ
る
地
方
官
の
「
失
察
」
が
弾
劾
、
慮
罰
さ
れ
て
い
な
い
紋
況
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
ヘ

ン
禁
令
に
関
わ
る
「
失
察
虚
分
」
の
貫
態
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
は
、
「
内
禁
」
政
策
に
伴
な
う
「
失
察
慮
分
」
に
閲
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
他
方
、
「
外
禁
」
政
策
の
面
で
は
、
歴
代
の
雨
贋
綿
督
か

ら
「
失
察
慮
分
」
を
寛
菟
す
る
方
向
で
の
要
請
が
相
次
い
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
道
光
九
年
十
月
二
十
八
日
附
の
上
奏
で
雨
贋
線
督
李
鴻

賓
(
在
任
、
道
光
六
J
十
二
年
)
ら
は
、

一該夷
船、

毎
に
未
だ
準
口
せ
ざ
る
の
先
き
に
嘗
た
り
、
外
洋
に
停
泊
し
、

衆
ね
て
雨
夜
に
乗
じ
、
潜
か
に
快
艇
を
用
て
、
分
途
し
て
倫
運

す
。
縦
い
沿
海
巡
査
の
員
弁
、
碁
布
星
羅
に
し
て
、
断
じ
て
敢
え
て
梢
も
疎
僻
有
ら
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
港
、世
紛
妓
な
れ
ば
、
貫
に
以
て

(

認

〉

週
察
し
難
き
の
勢
い
有
り
、
夷
煙
何
ち
蔓
延
す
る
を
兎
れ
ず
。

と
述
べ
、
前
述
し
た
よ
う
な、

零
丁
洋
で
ア
ヘ

ン
が
取
引
さ
れ
て
い
る
朕
況
を
暗
に
示
唆
し
つ
つ
、
そ
の
「
週
察
し
難
き
」
賓
情
を
訴
え
て
い

751 
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る。
ま
た
、
道
光
十
年
五
月
初
十
日
附
の
上
奏
で
南
康
総
督
李
鴻
賓
ら
は

際
、
洋
上
に
お
け
る
取
締
り
の
難
し
さ
に
言
及
し
た
上
で
、

「
査
禁
紋
銀
出
洋
、

務
片
分
錯
各
弊
、

並
禽
議
章
程
」

を
答
申
し
た

一
該
管
文
武
、

及
び
巡
洋
の
舟
師
、
関
口
の
員
弁
等
を
責
成
し
、
認
輿
に
稽
査
せ
し
む
。
其
の
失
察
の
程
を
寛
く
し
、
其
の
玩
縦
の
答
を
巌

(

お

)

し
く
し
、
内
外
を
し
て
盆
す
厳
密
を
加
え
し
め
ん
。

と
辿
ベ
、
寛
大
な
「
失
察
鹿
分
」
を
要
請
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
道
光
十
凶
年
九
月
初
十
日
の
上
奏
で
雨
康
総
督
虚
坤
(
在
任
、
道
光
十
二
J
十
五
年
〉
ら
は
、

に
停
泊
す
る
葺
船
の
取
締
り
が
困
難
な
貫
情
を
雄
々
説
明
し
た
上
で
、

前
任
の
李
鴻
賓
と
同
様
に

零
丁
洋

地
方
官
に
筋
し
て
審
口
を
開
設
せ
る
土
根
を
訪
寧
せ
し
め
、
挑
九
等
の
一
例
に
照
ら
し
、
査
抄
し
て
巌
燐
し
、
其
の
従
前
の
失
察
の
答
を

(
引
品
〉

兎
ぜ
ん
。
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と
述
べ
、
過
去
の
「
失
察
」
に
到
す
る
「
虚
分
」
の
兎
除
を
要
請
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
史
料
は
、
道
光
三
年
に
お
け
る
『
失
察
鴻
片
煙
傑
例
』
の
制
定
以
後
、

「
内
禁
」

「
外
禁
」
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
官
僚
の
「
失

察
慮
分
」
が
あ
ま
り
熱
心
に
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
道
光
十
六
(
一
八
三
六
)
年
に
太
常
寺
少
卿
許
乃
済
が
所
謂
る
弛
禁
上
奏
を
行
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
ア
ヘ
ン
問
題
が
活
滋
に
論
議
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
清
朝
が
従
来
以
上
の
ア
へ
ン
巌
禁
政
策
を
採
用
し
、
結
局
、

ア
ヘ
ン
戦
争
の
勃
瑳
へ
と
事
態
が
念
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
既
に
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
こ

の
ア
ヘ
ン
論
議
の
過
程
で
「
失
察
慮
分
」
の
問
題
も
ひ
と
つ

の
重
要
な
論
貼
と
し
て
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
く
。

ま
ず
、
道
光
十
八
年
間
四
月
初
十
日
、
鴻
蹴
寺
卿
黄
爵
滋
は
、
有
名
な
「
巌
塞
漏
厄
以
培
園
本
疏
」
で
厳
禁
論
を
展
開
し
て
許
乃
済
の
弛
禁

論
を
最
終
的
に
葬
り
去
る
と
同
時
に
、
一
年
の
矯
正
期
聞
を
設
け
た
上
で
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
死
刑
に
慮
す
べ
き
こ
と
を
提
議
し
た
。
そ
の
際
、



か
れ
は
「
失
察
底
分
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
た
。

其
の
地
方
官
署
内
の
官
親
・
幕
友
・
家
丁
、
侃
ち
吸
食
し
て
獲
え
ら
る
者
有
れ
ば
、
本
犯
は
治
罪
す
る
を
除
く
の
外
、
一
該
本
管
官
、
巌
し

く
議
鹿
を
加
え
ん
。
各
省
の
満
漢
皆
兵
、
伍
毎
に
結
を
取
り
、
地
方
の
保
甲
に
照
ら
し
て
掛
理
す
。
其
の
管
轄
失
察
の
人
、
地
方
官
街
門

(
白
山
)

に
照
ら
し
て
締
理
す
れ
ば
、
軍
民
一
睦
、
上
下
粛
清
す
る
に
庶
幾
か
ら
ん
。

黄
掛
酎
滋
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
文
官
地
方
官
の
場
合
は
、
官
親
・
幕
友
・
家
丁
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
、
武
官
の
場
合
は
兵
丁
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
に

劃
す
る
「
失
察
慮
分
」
を
行
な
う
こ
と
を
提
議
し
た
。
従
来
、
ア
ヘ
ン
の
吸
飲
は
「
失
察
慮
分
」
の
劃
象
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

で
、
責
爵
滋
の
こ
の
提
議
は
、
文
武
地
方
官
僚
の
属
僚
に
劃
す
る
監
督
責
任
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
を
封
象
と
す
る
「
失

察
慮
分
」
に
言
及
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

(

お

)

道
光
一
帝
一
は
、
黄
霞
滋
の
「
巌
塞
漏
厄
以
培
園
本
疏
」
、
就
中
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
論
に
劃
す
る
意
見
具
申
を
各
省
の
地
方
大
官
に
命
じ
た
。

そ
の
結
果
、
地
方
大
官
か
ら
績
々
と
答
申
が
上
奏
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
勿
論
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
論
の
是
非
を
中
心
に
展
開
さ

れ
た
。
し
か
し
、
責
爵
滋
が
同
時
に
提
議
し
た
、
属
僚
の
ア
へ
ン
吸
飲
を
封
象
と
す
る
「
失
察
虚
分
」
の
問
題
、
延
い
て
は
「
失
察
慮
分
」

般
の
問
題
も
議
論
の
組
上
に
の
.
ほ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

- 77ー

各
省
地
方
大
官
の
「
失
察
庫
分
」
に
闘
す
る
意
見
は
、
軽
減
を
求
め
る
も
の
と
加
重
を
求
め
る
も
の
の
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
軽
減
を
求
め
る
意
見
の
方
は
、
道
光
十
八
年
五
月
己
巳
(
二
十
九
日
〉
受
理
の
大
撃
士
・
署
直
隷
総
督
碕
善
の
上
奏
に
、

各
省
の
寅
力
に
査
撃
す
る
能
わ
ざ
る
は
、
線
じ
て
地
方
官
の
虚
分
を
週
護
す
る
に
由
る
。
蓋
し
、
一
た
び
寧
械
を
経
れ
ば
、
未
だ
認
員
の

奨
を
獲
ざ
る
も
、
巳
に
失
察
の
懲
に
擢
り
、
惟
だ
に
累
い
、
前
官
に
及
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
並
び
に
且
つ
身
ら
吏
議
に
膚
ず
。
是
を
以
て
臆

街
、
顧
慮
し
、
相
い
率
い
て
前
ま
ず
。
今
、
鴻
片
を
販
筈
し
、
及
び
煙
館
を
開
設
し
、
弁
び
に
官
吏

・
箪
民
の
務
片
を
吸
食
す
る
者
を
し

て
、
破
案
せ
.さ
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
其
の
暗
顧
の
念
を
紹
ち
て
、
誘
う
に
奨
準
の
方
を
以
て
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
恐
る

ら
く
は
其
の
得
力
を
翼
し
難
し
。
天
恩
に
仰
懇
す
る
に
、
地
方
官
を
責
成
し
て
買
力
に
査
寧
せ
し
め
、
一
切
の
閥
津
・
陸
口
の
、
歴
任
の
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地
方
文
武
、
及
び
本
管
官
の
失
察
虚
分
、
概
し
て
寛
菟
を
予
す
可
き
や
否
や
。

か
つ
て
嘉
慶
二
十
年
に
寛
兎
を
奏
請
し
た
雨
贋
綿
督
蒋
依
錯
と
同
様
に
、

「
失
察
慮
分
」
の
存
在
が
か
え
っ
て
地
方
官

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

の
員
面
目
な
取
締
り
を
阻
醗
し
て
い
る
と
の
理
由
で
、
そ
の
寛
兎
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
失
察
底
分
L

の
軽
減
を
は
っ
き
り
と
要
請
し
た
の
は
埼
善
ひ
と
り
で
あ
り
、

そ
の
他
の
地
方
大
官
は
い
ず
れ
も
加

重
を
求
め
る
一
意
見
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
東
巡
撫
鰹
額
布
は
道
光
十
八
年
五
月
丁
未
(
七
日
)
受
理
の
上
奏
で
、

失
察
の
底
分
、
軽
け
れ
ば
、
則
ち
員
弁
、
親
て
緊
要
に
関
わ
る
こ
と
無
し
と
魚
し
、
勢
い
と
し
て
必
ず
験
放
・
盤
査
の
事
を
勝
て
、

に
之
れ
を
脅
役
・
兵
丁
に
委
ね
、
市
し
て
兵
丁
人
等
、
皆
な
貴
縁
し
て
好
を
爵
す
を
得
ん
。
(
中
略
)
現
に
煙
販
を
巌
禁
す
る
の
際
に
嘗 概

た
り

若
し
先
ず
官
吏
の
慮
分
を
巌
し
く
せ
ざ
れ
ば

恐
る
ら
く
は
以
て
貧
玩
を
倣
し
め
て
類
肢
を
振
う
こ
と
無
か
ら
ん
。

(
中
略
)
一
該

管
上
司
の
監
督
、

一
併
に
重
き
に
従
り
て
議
慮
し
、
卸
い
僅
か
に
失
察
に
止
ま
る
も
亦
、
請
う
ら
く
は
、
現
行
の
篠
例
上
に
於
て
、
分
別

(

お

)

し
て
議
慮
を
加
重
せ
ん
こ
と
を
。

と
述
、ベ

「
失
察
慮
分
」
が
軽
い
と
、
官
僚
は
員
面
白
に
取
締
ら
ず
、
膏
吏

・
街
役
・
兵
丁
ら
に
ま
か
せ
て
し
ま
い
、

そ
の
結
果
、
種
々
の
弊
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害
が
生
じ
る
と
の
理
由
で
、
現
行
の
「
失
察
虚
分
」
を
加
重
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

ま
た

周
年
同
月
戊
申
(
八
日
)
受
理
の
上
奏
で

山
西
巡
撫
申
啓
賢
は

街
署
内
の
官
-
親

・
幕
友

・
家
丁
人
等
が
鴻
片
煙
を
吸
食
す
る
を
失
察
す
れ
ば
、
何
が
作
し
て
議
慮
す
る
か
は
、
亦
た
明
文
無
し
。
(
中
略
〉

(

ぬ

)

其
の
本
官
、
街
署
内
の
官
親

・
幕
友
・
家
丁
が
吸
食
す
る
を
失
察
す
る
者
、
部
に
交
し
て
厳
し
く
議
慮
を
加
え
ん
。

と
述
べ
、
黄
爵
滋
の
提
議
に
賞
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
六
月
己
卯
(
十
日
)
受
理
の
上
奏
で
険
西
巡
撫
富
肥
揚
阿
は
、

臣
、
以
篤
ら
く
、
既
に
各
犯
の
罪
名
を
加
え
れ
ば
、
更
に
須
ら
く
各
官
の
慮
分
を
巌
し
く
す
べ
し
と
。
庭
に
請
う
ら
く
は
、
吏
兵
二
部
に

放
下
せ
ら
れ
、
各
海
口
、
並
び
に
各
省
の
開
口
、
及
び
地
方
文
武
の
、
醤
例
に
照
ら
し
て
失
察

・
故
縦
を
分
別
す
る
を
持
て
、
再
ら
に
虚

(
的
叩
)

分
を
巌
定
す
る
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
。



ア
ヘ
ン
禁
令
の
強
化
に
伴
な
っ
て
、
現
行
の
「
失
察
慮
分
」
の
加
重
を
も
吏
兵
二
部
に
命
ず
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
月

己
丑
(
二
十
日
)
受
理
の
上
奏
で
河
南
巡
撫
桂
良
は
、

失
察
の
各
閥
監
督
、
及
び
汎
口
地
方
の
文
武
各
官
の
庭
分
、
躍
に
一
律
に
巌
を
加
う
べ
き
な
り
。
(
中
略
)
原
例
、
僅
か
に
地
方
文
職
の

査
口
の
委
員
に
止
ま
り
、
而
し
て
各
闘
の
監
督
、
遁
闘
を
失
察
す
る
に
於
て
、
未
だ
議
及
せ
ず
。
(
中
略
〉
現
在
、
流
議
愈
よ
織
ん
に
し

て
懲
梯
甚
だ
少
な
き
は
、
未
だ
始
め
よ
り
虚
分
過
だ
軽
く
、
玩
忽
に
易
き
に
非
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
今
、
国
伺
片
煙
を
吸
食
す
る
者
、
既
に
重

鮮
に
擬
す
れ
ば
、
所
有
る
失
察
せ
る
各
省
、
過
闘
の
監
督
、
準
ロ
の
員
弁
、
以
及
び
経
由
の
地
方
文
武
各
官
、
慮
分
は
均
し
く
躍
に
一
律
に

(

4

)
 

巌
を
加
う
ベ
し
。

と
述
べ
、
軽
い
「
失
察
虚
分
」
が
官
僚
の
怠
慢
を
招
い
て
い
る
と
し
て
、
禁
令
の
強
化
に
併
な
う
「
失
察
慮
分
」
の
加
重
を
要
請
し
て
い
る
。

と
述
べ
、

さ
ら
に
、
同
年
同
月
庚
寅
(
二
十
一
日
〉
受
理
の
上
奏
で
江
西
巡
撫
裕
泰
は
、

(
必
)

失
察
の
一
該
管
上
司
、
巌
し
く
参
慮
を
行
な
わ
ん
。

- 79ー

と
述
べ
、
ま
た
、
同
年
八
月
庚
午
(
一
日
)
受
理
の
上
奏
で
一
帽
建
巡
撫
貌
元
燦
は
、

(

必

)

失
察
す
れ
ば
、
一
該
管
文
武
は
革
職
し
、
道
・
府
・
壁
・
賂
、
各
の
一
級
を
降
し
て
留
任
せ
し
む
。

と
言
い
、
従
来
な
か
っ
た
、
麗
員
に
劃
す
る
上
司
の
「
失
察
」
も
「
虚
分
」
す
る
こ
と
を
二
人
は
要
請
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ア
ヘ
ン
論
議
の
過
程
で
「
失
察
慮
分
」
に
つ
い
て
は
、
加
重
を
求
め
る
一
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
が
、
最
後
に
、

や
は
り
同
様

の
意
見
を
開
陳
し
た
湖
贋
線
督
林
則
徐
の
上
奏
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

が
黄
爵
滋
の
ア
へ
ン
吸
飲
者
死
刑
論
を
強
く
支
持
し
、
ま
た
、
道
光
一
帝
一
の
心
を
大
き
く
動
か
し
て
、
か
れ
の
欽
差
大
臣
登
用
の
途
を
聞
い
た
こ

と
は
、
既
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
上
奏
で
林
則
徐
は
六
僚
か
ら
成
る
一
章
程
を
答
申
し
、
黄
霞
滋
と
同
様
に
一
年
の
矯
正
期
間
附
き
で

ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
死
刑
に
庭
す
こ
と
を
奏
請
し
た
が
、
そ
の
第
四
僚
で
「
失
察
薩
分
」
の
問
題
に
次
の
よ
う
に
言
及
し
た
。

一
、
失
察
慮
分
は
、
宜
し
く
先
ず
近
き
所
に
巌
し
く
す
べ
き
な
り
。
文
武
の
属
員
、
犯
す
こ
と
有
れ
ば
、
一
該
管
上
司
、
奉
文
三
箇
月
内
に

か
れ
の

「
審
議
巌
禁
鴻
片
章
程
摺
」

(
這
光
十
八
年
五
月
己
未
受
理
)
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於

て

、

査

明

し

て

奉

裂

す

る

者

、

其

の

本

署

の

戚

・
友

・
家

丁
、
近
く
耳
目
の
前
に
在
れ
ば
、
断
じ
て
知
ら
ざ
る
は
無
く
、
雁
に
一
箇
月
に
勤
限
し
て
査
明
せ
し
む
べ
し
。
若
し
早
に
革
除
せ
し
む
る

こ
と
能
わ
ず
、
叉
た
肯
え
て
買
に
竣
り
て
摩
護
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
是
れ
有
心
に
庇
匠
す
る
な
り
。
犯
す
者
は
加
重
し
て
治
罪
す
る
を
除
く

均
し
く
兎
議
を
予
す
。

限
を
途
与
え
て
失
察
す
る
者
、

分
別
し
て
議
庭
す
。

の
外
、
陸
に
庇
匿
の
員
を
勝
て
、
卸
ち
に
革
職
を
行
な
う
ベ
し
。
本
暑
の
書
差
、
犯
す
こ
と
有
れ
ば
、
三
箇
月
内
に
限
っ
て
、
査
明
し
て

(

必

)

懲
鮒
せ
し
め
、
限
を
連
え
て
失
察
す
る
者
、
分
別
し
て
降
調
せ
し
む
。

こ
の
よ
う
に
、
林
則
徐
は
、
資
爵
滋
が
提
議
し
た
、
属
僚
の
ア
へ
ン
吸
飲
に
山
到
す
る
監
督
官
僚
の
「
失
察
』
随
分
」
を
行
な
う
こ
と
に
賛
成
し

た
。
そ
の
上
で
、
属
員
・
膏
吏
・
街
役
の
吸
飲
に
封
し
て
は
、
法
令
護
放
の
三
ヶ
月
以
後
の
「
失
察
」
を
「
虚
分
」
す
る
こ
と
、
官
僚
に
と
っ

て
よ
り
身
近
な
存
在
で
あ
る
官
親
・
幕
友

・
家
丁
の
吸
飲
に
射
し
て
は
、
法
令
護
殺
の
一
ヶ
月
以
降
の
「
失
察
」
を
故
意
の
「
庇
匿
」
と
看
倣

し
て
「
革
職
」
の
「
底
分
」
に
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
寄
滋
の
所
謂
る
巌
禁
上
奏
以
後
の
ア
ヘ
ン
論
議
の
過
程
で
、
「
失
察
庭
分
」
の
問
題
も
活
溌
に
議
論
さ
れ
た
。

(

必

)

ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
論
の
方
は
、
こ
れ
に
賛
成
し
た
地
方
大
官
は
少
数
に
止
ま
っ
た
が
、
他
方
、

「
失
察
虚
分
」
に
つ
い
て
は
、
こ
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そ
の
際
、

の
問
題
に
言
及
し
た
も
の
は
碕
善
を
除
い
て

い
ず
れ
も
加
重
を
求
め
る
要
請
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

黄
届
肘
滋
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
死
刑
論
に
封
す
る
各
省
地
方
大
官
の
答
申
が
ほ
ぼ
出
揃
っ
た
道
光
十
八
年
九
月
甲
辰
(
六
日
〉
に
、
道
光
一
一
帝
は
こ

(
比
四
〉

れ
ら
の
意
見
を
基
に
し
て
最
終
的
な
取
り
ま
と
め
を
行
な
う
様
、
大
泉
士
、
軍
機
大
臣
、
刑
部
等
に
命
令
を
下
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
十
九
年

(
U〉

五
月
己
亥
〈
十
五
日
)
、
宗
人
府
宗
令
敬
敏
ら
は
「
査
禁
鴻
片
煙
一
章
程
三
十
九
篠
」
を
答
申
し
た
が
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
『
欽
定
巌
禁
鶏
片
煙

(
必
)

『
燦
例
』
と
略
構
)
と
し
て
頒
布
さ
れ
る
。

僚
例
』

(
以
下
、

こ
の
『
僚
例
』
は
、

林
則
徐
ら
の
少
数
意
見
を
採
用
し

一
年
六
ヶ
月
の
矯
正
期

聞
を
設
け
た
上
で
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
の
死
刑
を
定
め
る
な
ど
、
清
朝
の
ア
ヘ
ン
禁
令
史
上
、
最
も
巌
し
い
禁
令
で
あ
っ
た
。

ア
ヘ
ン
関
連
の
様
々
な
違
反
行
痛
に
封
す
る
刑
罰
を
新
た
に
制

定
し
た
が
、
こ
の
新
設
の
禁
令
を
封
象
と
す
る
「
失
察
虚
分
」
も
同
時
に
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
道
光
三
年
の
『
失
察
鴻
片
煙
篠
例
』
以

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
僚
例
』
は
従
来
か
ら
の
刑
罰
を
躍
し
く
す
る
と
共
に
、



来
、
三
つ
し
か
な
か
っ
た
「
失
察
慮
分
」
の
劉
象
と
し
て
の
違
反
行
震
は
、
こ
の

『候
例
』
で
一
摩
に
扱
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、

三
十
九
僚
の
う
ち
、
買
に
十
四
の
僚
で
「
失
察
慮
分
」
が
規
定
さ
れ
た
り
、
言
及
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
篠
例
』
全

ま
た
、
従
来
、

「
失
察
慮
分
」
は
ア
ヘ
ン
の
量
を
基
準
に
段
階
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

慮
分
は
即
ち
罪
名
の
軽
重
を
按
じ
、
分
別
し
て
掛
理
す
。

『
篠
例
』
の
第
三
十
四
僚
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
今
回
の
『
篠
例
』
で
「
失
察
慮
分
」
は
原
則
と
し
て
、
封
象
と
す
る
違
反
行
痛
の
刑
罰
の
軽
重
を
基
準
に
行
な
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
僚
に
、

魔
察
を
失
す
れ
ば
、
犯
す
こ
と
、
斬
絞
の
立
決
に
一
該
た
る
者
、
二
級
を
降
し
て
調
用
せ
し
む
。
犯
す
こ
と
、
斬
絞
の
監
候
に
該
た
る
者
、

一
級
を
降
し
て
調
用
せ
し
む
。
犯
す
こ
と
、
軍
流
に
一
該
た
る
者
、
二
級
を
降
し
て
留
任
せ
し
む
。

と
あ
り

「
失
察
」
し
た
違
反
行
震
に
謝
す
る
刑
罰
が
死
刑
(
斬
刑
と
絞
刑
〉
の
「
立
決
」
の
場
合
は
「
降
二
級
調
用
」
の
「
慮
分
」
、

「
監
候
」
の
場
合
は
「
降
一
級
調
用
」
、

死
刑
の
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「
軍
流
」
の
場
合
は
「
降
二
級
留
任
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

僚
ら
の
違
反
行
震
に
劃
す
る
「
失
察
」
は
、
民
間
人
の
場
合
よ
り
も
巌
し
く
「
慮
分
」
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
第
五
僚
で
「
財
を
得
て
、
務
片

煙
案
犯
を
買
放
せ
る
官
役
人
等
」
に
射
す
る
刑
罰
は
「
斬
泉
」
で
、
こ
れ
に
劃
す
る
首
一
該
官
僚
の
「
失
察
虚
分
」
は
「
降
三
級
調
用
」
と
定
め

ら
れ
た
が
、
民
間
人
の
場
合
(
た
と
え
ば
、
第

一
僚
の
「
客
ロ
を
開
設
す
る
等
の
犯
」
の
「
首
犯
」
は
「
斬
泉
」
)
は h

-
J
-

J
 

ナ
'
ナ
d
1
L

こ
れ
は
原
則
で
あ
り
、
官

「
降
二
級
調
用
」
と
規
定
さ
れ
て

ま
た
、
第
二
十
五
篠
に
よ
れ
ば
、

察
」
し
た
「
線
管
」
は
「
革
職
」
の
「
慮
分
」
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。

い
る
。

「
太
監
」
、

つ
ま
り
富
官
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
に
劃
す
る
刑
罰
は
「
絞
監
候
L

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
失

次
に
、

『篠
例
』
の
第

一
篠
で
吏
部
も
、

「
失
察
の
地
方
官
、
及
び
一
該
管
各
上
司
、
自
ら
躍
に
分
別
し
て
巌
に
従
り
、
底
分
を
酌
定
し
、
以

ア
ヘ
ン
論
議
の
遁
程
で
大
勢
を
占
め
た
一
意
見
に
従
っ
て
、
「
失
察
鹿
分
」
は
従
来
よ

し
か
も
上
司
に
ま
で
及

J

ほ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
厳
し
く
な
っ
た
黙
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
道
光
三
年
の
『
失
察

務
片
煙
篠
例
』
に
よ
っ
て
、
①
「
洋
船
爽
帯
鴻
片
煙
準
口
L

、
②
「
好
民
私
種
響
粟
、
前
…
熱
煙
膏
」
、
@
「
開
設
煙
館
」
の
三
割
象
に
お
い
て
最

て
憤
密
を
昭
ら
か
に
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

り
も
巌
し
く
、

757 



758 

も
厳
し
い

「失
察
虚
分
」
は、

級
調
用
」

②
が
「
降
一
級
調
用
」

が、

①
と
③
は
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

(第
三
十
依
〉、

ア
ヘ

ン
五
千
斤
以
上
の
場
合
の

「
降
一
組
調
用
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
今
回
の

『僚
例
』
で
は
、

①
が
「
降
二

(
第
十
一
燦
)
と
な
り
、

②
は
従
来
ど
お
り
で
あ
る

(第
十
二
篠)、

③
が
「
降
二
組
調
用
」

ま
た
、

上
司
の
「
失
祭
慮
分
」
は
『
篠
例
』
の
第
一
僚
に

官
員
の
失
察
虚
分
、

〈
中
略
〉
只
だ
一
該
管
地
方
官
の
慮
分
有
る
の
み
に
し
て
、
其
の
各
一該
上
司
、
並
え
て
未
だ
議
及
せ
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
先
き
の
吏
部
の
答
申
ど
お
り
に
今
回
の
『
僚
例
』
で
初
め
て
設
定
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
、
第
十
一
僚
の
「
開
設
鴻
片
煙
館
」
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
「
首
犯
」
を
封
象
と
す
る
「
失
察
慮
分
」
は
、

一該
管
官
は
二
級
を
降
し
て
調
用
せ
し
む
。
府
州
は
一
級
を
降
し
て
留
任
せ
し
む
。
道
員
は
罰
俸
一
年
。
雨
司
は
罰
俸
九
箇
月
。
督
撫
は
罰

体
六
箇
月
。
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と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
官
の
場
合
は

失
察
の
専
汎
官
は
一
級
を
降
し
て
調
用
せ
し
む
。
粂
轄
官
は
一
級
を
降
し
て
留
任
せ
し
む
。
統
轄
官
は
罰
俸
一
年
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、

『篠
例
』
の
第
三
十
四
僚
に
、

ぃ
応
分
は
即
ち
罪
名
の
艇
重
を
按
じ
、
分
別
し
て
燃
理
す
。
議
絞
も
亦
、
陸
に
罪
名
の
軽
重
を
按
じ
分
別
し
て
等
差
す
ベ
し
。

「
議
絞
」
に
つ
い
て
は
、

と
あ
り

「議
鮫
」
も
「
失
察
慮
分
」
に
準
じ
て
、

違
反
行
震
に
封
す
る
刑
罰
の
軽
重
を
基
準
に
行
な
う
様
、

第
更
さ
れ
た
。

ま
た

同
僚

其
の
煙
犯
を
寧
盤
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
自
ら
庭
に
郊
境

・
本
境
を
論
ず
る
無
く
、
均
し
く
議
絞
を
給
予
す
る
を
准
し
、
以
て
鼓
動
を
示
さ

ん

と
あ
り
、
従
来
は

「都
境
」、
つ
ま
り
管
臨
地
域
外
の
犯
人
を
逮
捕
し
た
場
合
に
の
入、

「議
絞
」
し
て
レ
た
が

「隊
例
』
で
は
「
本
境
」、



底
分
」
に
つ
い
て
も
同
様
だ
が

つ
ま
り
管
轄
地
域
内
の
場
合
も
「
議
絞
」
す
る
と
い
う
、
優
遇
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
「
議
絞
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、

「
傑
例
』
に
は
買
に
細
々
と
し
た
規
定
が
盛
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
こ
れ

「
失
察

以
上
の
言
及
は
省
略
に
従
い
た
い
。

お

わ

り

小
稿
で
は

ア
ヘ
ン
禁
令
に
仲
な
う

「失
察
慮
分
」
の
問
題
を
考
察
し
た
。
嘉
慶
四
J
二
十
年
の
開
、

「
洋
船
爽
樽
鴻
片
煙
進
口
」
を
唯

「
失
察
底
分
」
は
兎
除
さ
れ
、

「
議
紋
」
だ
け

「
好
民
私
種
嬰

の
針
象
と
し
て
贋
東
官
僚
の
「
失
察
」
が
「
慮
分
」
さ
れ
た
。
嘉
慶
二
十
J
道
光
三
年
の
開
、

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
道
光
三
年
に
制
定
さ
れ
た

『
失
察
現
片
煙
篠
例
』
に
よ
っ
て
「
失
察
慮
分
」
は
復
活
し
た
。
そ
の
際
、

粟
、
前
…
熱
煙
膏
」
と
「
開
設
煙
館
」
の
二
つ
が
新
た
に
「
失
察
慮
分
」
の
劉
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、

「
鹿
分
」
は
ア
へ

ン
の
量
を
基
準
に
明
確

な
規
定
の
下
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

ア
ヘ
ン
論
議
を
鰹
て
、
道
光
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
『
篠
例
』
に
お
い
て
、

「
失
察
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底
分
」
は
そ
の
謝
象
を
大
き
く
抜
大
し
つ
つ
巌
し
く
さ
れ
た
。
ま
た
、

重
に
嬰
更
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
な
か
っ
た
上
司
の
「
失
察
慮
分
」
が
-
初
め
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
虚
分
」
の
基
準
は

「
失
察
」
し
た
違
反
行
局
に
劃
す
る
刑
罰
の
軽

嘉
慶
期
以
来
、
清
朝
は
ア
ヘ

ン
問
題
と
本
格
的
に
取
組
み

「
外
禁
」
と
「
内
禁
」
か
ら
成
る
ア
ヘ

ン
政
策
で
劉
臨
応
し
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
政
策
を
賀
行
す
る
の
は
地
方
官
僚
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
員
面
目
な
禁
令
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
清
朝
は
「
失
察
慮
分
」
と
「
議
絞
」
を

規
定
し
た
。

ア
ヘ
ン
戦
争
に
至
る
ま
で
、
清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
は
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

「失
察
鹿
分
」
も
こ
の
問
、
嘉
慶
二
十
J

ま
た
、
内
容
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
鞍
争
直
前
に
制
定
さ
れ
た
『
僚
例
』

に
お
い
て
「
失
察
慮
分
」
は
行
政
法
規
と
し
て
完
成
の
域
に
達
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
失
察
慮
分
」
の
問
題
は
、

清
朝
の
ア
ヘ
ン
政
策
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
光
三
年
の
兎
除
期
を
除
け
ば
、
次
第
に
強
化
さ
れ
、

759 

そ
れ
で
は

「失
察
慮
分
」
は
地
方
官
僚
の
員
面
白
な
禁
令
遂
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
で
し
ば
し
ば
燭
れ
た
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よ
う
に

「
失
察
虚
分
」
の
存
在
が
か
え
っ
て
官
僚
の
員
面
白
な
執
務
を
阻
蔽
し
て
い
る
質
惰
も
報
告
さ
れ
て
い
た
。
現
に
、

そ
の
理
由
か
ら

嘉
慶
二
十
J
遁
光
三
年
の
問
、

「失
察
慮
分
」
は
菟
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ヘ

ン
論
議
の
過
程
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
軽
い

「
失
察
底
分
」
が
官
僚
の
不
員
面
白
な
封
躍
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
一
見
も
多
く
の
地
方
大
官
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
官
僚

制
本
来
の
在
る
べ
き
姿
と
し
て
、
「
失
察
慮
分
」
と
「
議
絞
」
の
壁
方
を
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
常
態

で
あ
り
、
禁
令
が
強
化
さ
れ
れ
ば
、

「失
祭
慮
分
」
も
強
化
さ
れ
る
と
い
う
の
が
法
韓
系
上
か
ら
も
自
然
な
成
行
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
買
は
法
鰻
系
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
。
ア
ヘ
ン
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
諜
布
さ
れ
た
ア
ヘ

ン
禁
令
も
、
個
々
の
官
僚
に
と

っ
て
は
自
己
の
責
任
が
問
わ
れ
る
、
ひ
と
つ
の
。
場
。
を
意
味
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
や
、

「
失
察
」
と
い
う
監
督
不
行
届
き
に
劃
す
る

責
任
が
追
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方
官
僚
に
と
っ
て
大
き
な
負
捨
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、

『
際
例
』
で
「
失
察
慮
分
」
が
針
象
を
棋
大
し
つ

つ
強
化
さ
れ
、

し
か
も
総
督
・
巡
撫
に
至
る
上
司
の
「
失
察
」
も

「ド随分
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、

「
失
察
鹿
分
」
を
め
ぐ
る
現
買
の

- 84-

問
題
は
盆
々
複
雑
化
し
、
厄
介
な
性
格
を
帯
び
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
地
方
官
僚
に
よ
る
「
失
察
虚
分
」
の
回
避
に
拍
車
を
か
け
た
こ

と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
個
々
の
官
僚
に
よ
る
「
失
察
庭
分
」
の
回
避
と
い
う
「
消
極
的
腐
敗
」
が
官
僚
制
全
鐙
の
な

か
で
累
積
さ
れ
た
と
き
、
ア
ヘ
ン
禁
令
は
一
層
の
有
名
無
質
化
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は

ア
ヘ
ン
禁
令
に
闘
わ
る

「
失
察
底
分
」

に
的
を
絞
っ
て
考
察
し
て
き
た
。

ア
ヘ
ン
政
策
に
作
な
う
官
僚
の
責
任
問
題
は
、
勿

論
、
こ
の
問
題
だ
け
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
官
僚
の
責
任
問
題
は
ア
へ
ン
政
策
を
封
象
と
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
官

僚
制
全
践
に
わ
た
る
検
討
が
嘗
然
、
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
小
稿
の
射
程
を
遁

か
に
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

詰(
1
〉
子
恩
徳

『中
図
禁
煙
法
令
祭
遜
史
』

一

九
三
四
年
。
郭
廷
以

『近

代
中
園
史
』
、
第
二
朋
、
第
二
章
「
禁
煙
問
題
」
一
九
四
一
年
。

(

2

)

「
清
代
嘉
慶
期
の
ア
ヘ

ン
問
題
に
つ

い
て
|
|
嘉
慶
期
前
半
の
ア
へ

ン
禁
令
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
島
根
大
準
法
文
察
部
紀
要
文
皐
科
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編
』
第
四
挽
|
一
、
一
九
八
一
年
。
(
以
下
、
「
拙
稿
A
」
と
略
記
)

「
清
代
嘉
鹿

・
道
光
期
の
ア
ヘ
ン
問
題
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』

第
四
一
巻
第

一
一
減
、
一
九
八
二
年
。
(
以
下
、
「
拙
稿
B
」
と
略
記〉

〈
3
)

拙
稿
B
、
頁
六
一
二
|
六
回
、
七
一
。

〈
4
)

来
新
夏
「
鴻
片
戟
争
前
清
政
府
的
。
結
問
題
問
題
。
」
列
島
編
『
鴻
片

戦
争
史
論
文
専
集
』
一
九
五
八
年
(
原
載
『
南
聞
大
皐
皐
報
』
第
一

期
〉
、
頁
九
六
。

(
5
〉
田
中
正
美
「
危
機
意
識
・
民
族
主
義
思
想
の
展
開
1
lア
ヘ
ン
戦
争

直
前
に
お
け
る
|
|
」

『
講
座
中
園
近
現
代
史
』

1
、
一
九
七
八
年
、

頁
四
六
。

(
6
〉
『
(
光
緒
〉
欽
定
大
情
曾
典
』
巻
十
一
。
以
下
の
「
慮
分
」
、
「
議
銭
」

等
の
設
明
も
こ
の
史
料
に
嬢
る
。

(
7
〉
嘉
慶
期
に
は
「
邪
数
」
に
封
す
る
「
失
察
庭
分
」
が
特
に
問
題
と
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
大
清
仁
宗
容
皇
帝
貫
録
』
、
嘉
慶
十
八
年

八
月
辛
丑
の
係
。
ま
た
、
道
光
期
に
は
十
年
に
、
戸
部
指
納
房
の
書
吏

が
公
印
を
私
造
し
た
事
件
で
歴
任
の
戸
部
の
堂
司
官
が
「
失
察
底
分
」

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
貫
録
』
、
道
光
十
年

十
月
戊
氏
の
係
。

(
8
〉
拙
稿
A
、
頁
四
五
、
四
八
。

(
9
〉
拙
稿
A
、
頁
六
一

l
六
二
。
拙
稿
B
、
頁
五
九
。

(

ω

)

『
大
清
宣
宗
成
皇
-
帝
質
録
』
、
道
光
三
年
八
月
戊
成
の
僚
。

(
日
〉
拙
稿
B
、
頁
六
三
。

(
ロ
〉
『
清
代
外
交
史
料
』
嘉
慶
朝
、
第
四
加
、
「
刑
部
審
擬
崇
文
門
税
務

街
門
寧
獲
私
樽
鴻
片
之
鏡
騎
校
輿
亮
摺
」
(
嘉
慶
二
十
年
正
月
初
十

日〉。

(
日
〉
同
右
。

(

U

)

同
右
、
「
庚
州
時
腕
騎
校
輿
亮
私
版
務
片
一
案
之
該
管
将
軍
本
智
及
管

理由
可海
開
鮮
紹
交
部
議
彪
品
雪
国
」

(嘉
康
二
十
年
正
月
初
十
日
)
。

(
日
)
拙
稿
B
、
頁
六
三
|
六
四
。

(
お
〉
同
右
。

(
げ
〉
『
清
代
外
交
史
料
』
嘉
慶
朝
、
第
四
加
、

「雨
康
総
督
蒋
般
鉱
等
奏

酌
定
査
禁
鴻
片
姻
僚
規
摺
」
(
嘉
慶
二
十
年
二
月
二
十
一
日
〉
。

(
四
)

『貫
録
』
道
光
二
年
十
二
月
戊
申
の
係
。

(
川
口
〉
同
右
。

(
却
)
嘉
慶
二
十
年
三
月
己
酉
の
僚
。

〈
幻
)
頁
一
一
一
一
一
九
。
な
お
、
本
書
は
ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
中
園
と
欧
米
諸
図
と

の
関
係
に
つ
い
て
一
四
二
の
紀
事
を
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
紀

事
の
分
猪
執
筆
者
名
を
記
し
て
い
な
い
の
で
、

「編
者
」
の
見
解
と
し

て
引
用
し
て
お
く
。

(
忽
〉
拙
稿
B
、
頁
七
一
。

(
お
〉
同
右
、
頁
六
九
。

(

μ

)

『
清
代
外
交
史
料
』
道
光
靭
、
第
一
一
一
加
、

「雨
康
総
督
李
鴻
賓
等
密

奏
畷
船
私
槽
鴻
片
入
口
像
買
官
銀
出
洋
諸
禁
其
貿
易
片
」
(
道
光
九
年

十
月
二
十
八
日
〉
。

(
お
)
同
右
、
「
湖
底
道
監
察
御
史
宮
崎
賛
勅
緩
陳
夷
人
爽
常
務
片
煩
入
日
航

弊
請
筋
査
般
禁
摺
」
〈
道
光
十
一
年
五
月
二
十
四
日
)
。

〈

mm
〉
豆
・
。

zgroa-
句
、
主
与
同

J
E
n
p
g九
H
Z
o
h
v
R
2占
ミ
，

の
と

E
』
h
g
i
b
-
P
B
r
E岡
0

・
5
2
・
3
・Z
N・
5
M
-
N
N
H
・

(
幻
〉
『
清
代
外
交
史
料
』
道
光
朝
、
第
三
加
、
「
一
漏
建
道
監
察
御
史
章
況

請
禁
夷
一
商
以
遠
例
貨
物
私
易
官
銀
出
洋
摺
」
。

phd 
oo 
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(
お
)
子
恩
徳
前
掲
書
、
頁
五

O
i五
一二
。
郭
廷
以
前
掲
書
、
頁
七
六
|
七

九
。

(勿〉

『清
代
外
交
史
料
』
道
光
朝
、
第
四
舶
、
「
刑
吏
兵
等
部
議
奏
間
新

総
督
孫
爾
準
所
議
厳
禁
種
貰
鴻
片
章
程
抱
」
(
道
光
十
年
十
二
月
十
八

日
)
。

(
ぬ
)
子
恩
徳
前
掲
書
、
頁
五
三
|
五
四
。
郭
廷
以
前
掲
書
、
頁
六
八
|
七

。。

(
汎
)

『
史
料
旬
刊
』
第
三
期
、

〈道
光
十
一
年
査
禁
務
片
煙
案
〉、
「刑
部

摺
奏
酌
加
買
食
鴻
片
畑
罪
名
」

(
道
光
十
一
年
六
月
十
六
日
)
。

(
M
M

〉
(

μ

)

に
同
じ
。

(
お
)
『
清
代
外
交
史
料
』
道
光
朝
、
第
三
加
、
「
雨
庚
線
督
李
鴻
賓
等
奏

遜
旨
査
禁
紋
銀
出
洋
務
片
分
鈎
各
燐
並
曾
議
一章
程
呈
覧
摺
」
。

(泊〉

『庚
東
海
防
骨
品
質
』
各
三
十
七
、

方
略
二
十
六
、
駁
夷
二
。

(お〉

『賛
同
滋
奏
疏
』
径
八
(
『質
問
滋
奏
疏

・
許
乃
楠
間
奏
議
合
刊
』

中
華
番
局
一
九
五
九
年
)
な
お
、
こ
の
上
奏
は
『
鍵
緋
夷
務
始
末
』

道
光
靭
(
以
下
、

『始
末
』
と
略
記
)
、
巻
二
に
牧
録
。

〈
お
)

『
始
末
』
巻
二
、
道
光
十
八
年
間
四
月
辛
巳
の
保
。

(
幻
)

『始
末
』
径
二
。

(
お
)
同
右
。

(
鈎
)
同
右
。

(
必
)

『
始
末
』
谷
三
。

(

H
U
)

同
右
。

(
必
)
同
右
。

(円相)

『始
末
』
谷
問
。

(
付
)

『林
則
徐
集
』
奏
稿
、
中
、
奏
稿
八
。
な
お
、

末
』
巻
二
に
牧
録
。

(
必
〉
田
中
正
美
「
ア
ヘ
ン
戟
争
時
期
に
お
け
る
抵
抗
汲
の
成
立
過
程
|

|

ア
ヘ
ン
針
策
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
の
研
究
』

一

九
六
七
年
、
頁
二
四
八
|
二
四
九
。

(
必
)

『
始
末
』
径
五
。

(
円
引
)
『
始
末
』
径
七
。
『
貫
録
』
同
日
の
候
。

(
必
)

『欽
定
厳
禁
柏
崎
片
煩
傑
例
』

(
道
光
十
九
年
刊
本
、
北
京
図
書
館

蔵
)
中
関
近
代
資
料
叢
刊
『
鴻
片
戦
争
』
第

一
筋
、
所
枚
。

」
の
上
奏
は

『
始

氏。。。



REGARDING PARVATA

Yamamoto Mitsuro

　　　

According to documents in the Kharos!hi script, presumably of around

the third or fourth century A. D., there was ａland called Parvata in the

mountainous area south of the Niya ruins (Cad'ota).

　　　

An ｅχamination of five of the Kharosthi texts, nos. 637, 634, 622, 635

and 633, reveals that sometime not much later than the first day of the

sixth month of the eleventh year of the reign of King Mayiri, two people

named Kala Kirteya and Kala Ｐｕl!inabala(Kala Pumnyabala) along with

those who received the latter's orders named Cikimto (Cgito), Sagamoya,

Tumpala and Cakola (Cakuvala) et.　al.　set out for Parvata from the

district of　ＣａぶOta in order　to　carry　out　the business of “vasdhigaグ

　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●●
Furthermore, it seems that the necessities like wine and provisions for

the journey were provided from the building N. ＸχIχ，where these five

documents were discovered. In all probability, the journey also had ａ

purpose of trade.

　　　

Regarding the problem of the location of Parvata, it probably was

around the area of the neighborhood of Kara Sai that was at the inter-

section of the upper reaches of the Endere Darya River and the bypass

coming from Dalai Kurgan.

THE PROBLEM OF OPIUM DURING THE DAOGUANG

　　　　　

道光PERIOD OF THE QING DYNASTY

　　　

―with Reference to the Question of‘Punishing

　　　

Neglect失察處分’～

INOUE Hiromasa

　　　

In connection with the prohibition on opium in the Qing dynasty,

the policy of“Punishing Neglect” was prescribed, so that local officials

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－

ｊ



might seriously enforce the opium prohibition.“Punishing Neglect”

meant “Punishing the Neglect of ｏ伍cialsグIn other words it meant that

mismanagement and oversight was to be treated as ａ“Public Offense”

（ｇｏｎｇ-ｚｔｔｉ公罪）｡

　　

Except for ａ　respite between　Jiaqing 20 (1815) and　Daoguang ３

(1823), the policy of“Punishing Neglect” gradually took shape and was

strengthened.

　

The “Regulation　for　Punishing　Neglect　of the　Opium

Prohibition” was promulgated in Daoguang ３，and in Daoguang 19 (1839),

just before the Opium　War, the “Regulation Strictly to Prohibit All

Opium Made by Imperial Order” was enacted, thus bringing the policy

to completion｡

　　

However, the local ｏ伍cialsin fact feared this“Punishment of Neglect”

with the result that they tried to evade it. Thus it was inevitable that

the prohibition on opium came to ｅχistin name only and not in fact.

It is perhaps appropriate to consider the evasion of this policy to be

“Passive Corruption” of the local officials.When this conduct had spread

throughout the entire bureaucracy, the influence it exerted on the Qing

court's opium policies was enormous. This matter is one more reason

why it was especially di伍cult to solve the problem of opium under the

Qing.

THE FUNCTION OF THE PROVINCIAL POLICE

　　　　　　　　

IN THE QING PERIOD

　　

―theExample of the Queue Cutting Case―

Tanii Toshihito

　　　

It can be said in general that in premodern societies,the operations

of the police were not independent, but rather were ｍｉχedin with the

operations of other government services. This essay is an attempt to

verify this thesis for local administration in the Qing period using the

concrete example of the Queue Cutting Case.

　　　

This author has looked at the following two questions relating to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


